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本ガイドラインは、国および東京都の方針や業種別ガイドラインを参考に、当施設における新型コロナウイル

ス感染拡大予防対策をまとめたものです。 

なお、本ガイドラインの内容は、今後の対処方針の変更のほか、新型コロナウイルスの感染状況における動

向等を踏まえ、必要に応じ今後も適宜改訂を行うものとします。 

 

１ 感染防止のための基本的な考え方 

  施設貸出にあたっては、安全・安心してご利用いただけるよう、施設管理者、利用者、主催者等がお互い

に理解・協力しながら、感染拡大防止に努める必要があります。  

施設管理者としては、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、特に、感染を拡大させるリスクが高い

と考えられる「三つの密」（①密閉、②密集、③密接）を徹底的に避け、感染を拡大させることのないよう対策

に取り組みます。 

 

２ リスク評価 

(1) 接触感染 

他者と共有する物品やドアノブなど不特定多数が触れる場所を特定し、評価します。 

(2) 飛沫感染 

館内における換気の状況を考慮しつつ、利用する施設、利用内容等を踏まえ、施設管理者と来場者、

主催者と来場者等、人と人とが接触すると考えられる場面では、対面での長時間の会話、大声での呼

びかけ等がある場所等の状況を評価します。 

(3) 集客施設 

大規模な人数の移動が見込まれるか、施設内での入退場が長時間滞留せず人と人との距離が一定

程度確保できるかどうか等について、これまでの施設の利用実績等に鑑み評価します。 

(4) 地域における感染状況 

地域の生活圏において、地域での感染者の確認状況を踏まえた施設管理への影響について評価し

ます。 

 

３ 施設管理者が講じる対策 



(1)施設の対策 

【共通事項】 

◆各種注意喚起の掲示をします。 

◆人と人との距離を確保するため、案内表示やサイン等により注意喚起します。 

◆館内清掃、消毒、換気を適切に実施します。 

◆出入口などに消毒液を設置します。 

◆館内の給水機の使用は、停止させていただきます。 

◆テーブル、イス、ゴミ箱など、一部備品を一時的に撤去または配置換えをしております。 

◆空調設備による換気を常時行います。 

 

【受付等】 

◆窓口や受付などには、飛沫感染防止用のアクリル板衝立などを設置します。 

 

【トイレ】 

◆トイレの蓋を閉めて水洗するように表示します。 

 

【集会施設・会議室等】 

◆開閉可能な窓については、適宜開閉を行い、常時換気に努めます。 

 

 【喫煙室】 

◆喫煙所に入る前に、手洗い、アルコール消毒等を実施するよう表示をします。 

◆咳や発熱などの症状がみられる場合は利用を控えるよう表示をします。 

   ◆一度に複数の人で利用しないよう表示をします。 

 

(2)従事者への対策 

◆スタッフは毎日検温を実施し健康状態を確認します。 

◆手洗い、手指消毒、うがいを徹底します。 

◆平熱と比べて高い発熱がある場合や下記の症状等に該当する場合には、自宅待機等の対応をとりま

す。 

◇咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、味覚・嗅覚障害、下痢等の症状 

◇新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

◆会議や打合せでは、対面にならない席配置とするなど、従事者間の感染リスクを低減するように努め

ます。 

 

 



４ 利用者（来場者）へ協力を求める具体的な対策 

 利用者（来場者）へ協力を求める具体策は以下のとおりです。 

 

◆下記に該当する方は、体調を最優先していただき、ご来館をお控えください。  

◇平熱と比べて高い発熱や、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚障害、下痢、だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸

困難）がある方、その他、体調に不安がある方。 

◇新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方。 

◆咳エチケットやこまめな手洗い、手指消毒をお願いいたします。 

◆ほかの人との距離をできるだけ空けるようお心がけください。 

◆大きな声での会話はできるだけお控えください。 

◆利用時間内においても、ドアや窓を開放する等、こまめに換気を行ってください。 

◆施設管理者や主催者が講じる感染防止策に協力してください。 

◆施設のご利用に際しては、催事ごとにさらなる細かなお願いをする場合がございますので、当施設や

各主催者による注意事項などを事前にご確認いただきますよう、お願いいたします。 

 

 

５ 主催者へ協力を求める具体的な対策 

主催者へ協力を求める具体策は以下のとおりです。 

 

(1)施設利用 

◆利用者・来場者等に対し、ガイドラインを踏まえた対応方針を事前に周知してください。 

◆利用日において、３密（①密閉、②密集、③密接）にならないような運営をお心掛け下さい。（休憩時

間を取る、入退場制限等） 

◆利用者・来場者が使用する消毒液は主催者が準備してください。 

◆入場列、受付列などは人と人との距離を確保できる運営をお願いします。 

◆利用時間中においても、休憩時間等を活用して、換気に努めてください。 

◆ロビー内の冷水機は使用を停止しております。 

◆ごみは全てお持ち帰りください。 

◆退場時は混雑しないよう順次退場を促してください。 

 

(2)従事スタッフ等 

◆３密にならないように人数調整や、当日の人員配置等も検討して実施してください。 

◆来館前に検温をし、平熱より高い発熱がある場合や、咳や咽頭痛などの症状がある等、体調が優れ

ない場合は従事を控えてください。 

◆咳エチケット、手洗い、手指等の消毒を周知徹底してください。 



 

(3)その他 

◆保健所等から協力要請があった場合はご対応をお願いします。 

◆当施設では感染予防の対策を講じますが、新型コロナウイルスの感染リスクがあることをご理解の上、

ご利用をお願いします。 

 


